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１ 消防用無線への雑音障害（平成２３年８月） 

 島根県内の消防署から「消防用無線にラジオ放送と思われる音声が入り通信に支障がある」との申告を受けて
調査した結果、アマチュア無線局から発射された電波であることが判明。 
 電波の発射を停止させ雑音障害を解消。障害原因は、無許可で無線機を改造し消防用周波数を受信していたと
ころ、無線機の不具合により電波が発射されたもの。 

 携帯電話事業者から「岡山県赤磐市内の携帯電話基地局が電波の干渉を受けている」との申告を受けて調査
した結果、近隣の建物内に設置された携帯電話抑止装置から発射されている電波であることが判明。 
 設置者に対し、速やかに携帯電話抑止装置を撤去するよう指導し障害を解消。 

２ 携帯電話基地局への干渉（平成２３年３月） 

３ 船舶用無線電話への障害（平成２２年１２月）  

 海上保安本部から「船舶用無線電話に障害を受けている」との申告を受け、電波監視システム（ＤＥＵＲＡ
Ｓ）で確認した結果、障害の原因となっている電波の発射源は瀬戸内海を西方向に移動していることを確認。 
 この情報を同本部に通報し、同本部において外国籍船舶の無線電話設備から発射されていることを特定し、障
害を解消。 

４ 番組取材中継用無線局への干渉（平成２２年１１月） 

 広島市の放送事業者から「番組取材中継用無線局に雑音による干渉を受けている」との申告を受け調査した
結果、マンションの屋上に設置されたＴＶ受信用ブースターからの障害であることが判明。 
 設置者に対し、ＴＶ受信用ブースターに不具合があることを説明し、障害を除去。  
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